
【別紙】 

[宝塚市夏期臨時育成会入所申請用] 

(希望者のみ提出)夏期臨時地域児童育成会変更利用申請書 

 

宝 塚 市 長 宛 

               （申請日） 令和  年  月  日 

               （申請者） 

 

 

夏期臨時地域児童育成会について、下記のとおり（変更）申請します。 

 

① 入所を申請する児童 

ふりがな  
生年 

月日 
年   月   日生 学年 (新)   年 

氏名  性別 男 ・ 女 
きょうだい（１世帯 2 名

以上）の入所申請の有無 
□有  □無 

申請学校 [  宝塚小 ・宝塚第一小 ・安倉小 ・長尾小 ・長尾南小 ・売布小 ・光明小  ] 

※宝塚小・宝塚第一小・安倉小・長尾小・売布小は校区内の方のみ申請できます。 

 光明小（末成小の児童含む）・長尾南小は校区内の方が入所の優先になりますが校区外の方も申請できます。 

 校区外の方は保護者の送迎が必要になります。 

 

② 申請内容 

該当するいずれかにチェック（レ点）を記入してください。 

□ 
令和 8 年度入所申請について、通年入所が決定、待機のいずれの場合であっても、夏季休業期間中

のみの入所に変更します。夏期臨時育成会に入所した場合、通年入所の決定、待機を辞退します。 

□ 

令和 8 年度入所申請について、待機となる場合は、夏季休業期間中のみの入所に変更申請します。 

（通年入所に決定する場合は、変更申請しません。） 

夏期臨時育成会に入所した場合、通年の待機を辞退します。 

○通年入所を希望する方の内、夏季休業期間中のみの利用でも良い方や、待機となった場合に夏季休業期間中

のみの利用でも良い方は、入所申請時に添付し提出してください。 

○通年入所のみを希望する方は、提出不要です。 

○通年入所の空き状況を踏まえ、夏期臨時地域児童育成会の申請者が、一定数（5 人程度）に満たない場合、夏

期臨時地域児童育成会が実施できず、通年入所もしくは通年入所での待機となる場合があります。 

○夏期臨時地域児童育成会が定員を超えた場合は、通年入所もしくは通年入所での待機となる場合がありま

す。 

③ 内容確認 

申請する前にもう一度内容を確認しチェック（レ点）を記入してください。（ない場合は受付できません。） 

□ 「夏期臨時地域児童育成会について」の内容を確認し、了承した上で申請します。 

 

住 所  

保護者氏名  


